
本部照会必須事件一覧（平成室1年Z月末現在）

平成28年6月23日付国管管2－26「本部支援事件の処理体制の整備について」 （指示）にて定める

｢本部照会必須事件」を以下のとおり、連絡します。

分類番号 内 容 裁決検討事績表

共通－1 不当を理由として取消し見込みもの 2212-01

共通－2
民法等の解釈を行った上で課税関係を検討しなければならない局面におい

て、前提問題についての解釈に多様な見解が存し得るもの
1901-01

共通－3 法人格否認の法理を用いて判断するもの 1903-02

共通－4

b･●●●｡｡●｡？｡D●り●｡｡■gggggggge■■●●●●CCC◆①●色色①●凸｡■■■■■■■■■■■1

共通－5

通貝U法97条《審理のための質問、検査等》4項（非協力等で請求人の主張

を採用しないことができる規定）を適用して判断するもの
申■■■■①①①｡｡●｡●●■■■■■巳■■■、■Ueeee●eee●●●●●●●●●CGeooeGa■■■■■■■■■eBGB■凸､凸由■由由■■■申申の･･●●｡｡●｡●｡｡｡｡◇◆の｡●●●●●●●●●●●●●●●●色色①色色合色色◆①■●由色白■●G■●●■申｡●●●■●■●●■

重加算税の賦課要件を争点とする事件で、隠ぺい又は仮装行為をうかがわ

せる事実が、法定申告期限後にしか見当たらないもの

1712-08

Ⅱ■■写■｡■●｡●｡●●｡｡｡●●●●の⑦｡●●●●●●●●●●●●色●色●色色色色色七色●●●●●■●■■■■■■■■■■■■I

2303-09

共通－6

最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決における生命保険金二重課税判決

を受けて、相続又は贈与により取得した資産から生じた所得について二重
●

課税を主張するもの

－

共通－7

共通－8

h■●●●｡●｡●●9999●ggggggggggeeGe●●●●GCC合◆●●●口●●●■■■■■■■■■■■

共通－9

●●■■■■e■■白白■6GG台■■自由印のゆ｡●●申●｡｡●の●｡｡早●●555■UDB■■●③eee●●●1

共通-10

行政手続法第8条《理由の提示》及び第14条《不利益処分の理由の提示》(平

成25年1月1日から施行された国税通則法第74条の14《行政手続法の適用

除外》により新たに適用されることとなった規定)違反を処分の違法理由と

して主張するもの（所得税法第150条第2項《青色申告の承認の取消し》、

第155条第2項《青色申告書に係る更正》及び法人税法第127条第2項《青

色申告の承認の取消し》、第130条第2項《青色申告書等に係る更正》に該

当する場合を除く。）のうち、当該違法を理由に取消見込みのもの
DegeeeeDeeD●｡●●●●●●●●●①●●令①●●●cae■■凸■G■G■色｡｡｡○申申ｳの申●①●●早●早●･甲･●･●｡●●●●●●●●●GCCCG●●●gge●9分Bee●GeCC●●｡･●｡｡①●●●●●守申ｳ①●申ｳ争○●●●ゆ｡｡●●｡●e●③ee●●ee●ee●｡●｡●●●●●●●●●合

行政手続法第8条《理由の提示》及び第14条《不利益処分の理由の提示》

の規定に基づき理由が提示された処分のうち、提示された処分理由に一見

して明白な不備があるか否かについて、
b申申■■■①①■の●●｡●●｡p①■巳■■■■■■■Ueeeeee●｡●●●●●●●●●●GGoGeo●①■■■■■■G■■■■Bee白白DDDD●凸●●申●●由■●の①の●●O●●●■●●●｡｡●●0①●●■●9勺●●●●●●●●●●●●●①●●●●●●●色色●色色●●●●b合■

疑問が生じたもの
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証拠の閲覧・写しの交付に当たりマスキングすべき箇所について疑義が生

じたもの（例えば、最終的に原処分庁意見と一致しない場合等（ただし、

当該一致しない部分が、答弁書等に記載されている事実に係る証拠部分で

ある場合を除く。)）
、●●･○CGGGGgggggeg■Bee●●●●●｡｡｡･◆･●色色●●色●･･●●■■■■■■p■■■■｡●●GppGGGeee●｡●①●｡｡｡①｡｡｡｡●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a●G●a■■OG■■■■■e●●●●●●●●e■■■■■99■勺■■勺q■U■BeDeBDU●

平成28年7月7日付国管管2－30 「証拠の開示について」 （指示）に定める

本部照会

－
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共通-11
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共通-12

0
推計課税事件のうち、原処分庁と異なる別の推計方法（比準同業者の抽出

基準の見直しを含む｡）
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を採用しようとするもの
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処分証書となり得る文書について記載事項と異なる事実を認定して判断す

るもの（税法上個別の否認規定のあるもの（同族会社等の行為計算否認、

法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引など）を除く｡）

2910-04

3004-02

3007-02



裁繩討事績表
分類番号 内 容

連帯納付義務者の不服申立適格について判断するもの

「更正の申出」に対してその一部を減額する更正処分についての審査請求

国税通則法第74条の2ないし第74条の13 （平成25年1月1日から施行され

た国税の調査についての規定）違反を処分の違法理由として主張するもの

のうち、当該違法を理由に取消見込みのもの

国税通則法第65条第5項、第66条第5項及び第67条第2項（更正又は告知

の予知についての規定）の「調査があったこと」の要件に関し、同法第74

条の2ないし第74条の13 （平成25年1月1日から施行された国税の調査に

ついての規定）の解釈又は行政指導と調査の相違を理由として、当該要件

に該当しない旨主張するもの

国外送金法施行規則第13条第4号に規定する「国外財産に基因して生ずる

これらに類する所得」又は同規則第16条第5号に規定する「財産又は債務

に基因して生ずるこれらに類する所得」の該当性を判断するもの（争点と

なっていないものを含む｡）
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通則－3

通則4

’ －－ ， ．1

通則－5 2903-03

更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審

査請求において、更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として新たに

主張するもの（5年を経過した後に新たな主張をしているものを除く。）

通則 6

FX取引又は商品先物取引における取引の違法等を原因とした損害賠償金に

よる所得を争点とするもの
１
』
２

得
》
得

所
》
所 従業員を被保険者とした保険料の必要経費性

有価証券報告書の虚偽記載による株価の下落に対する損害賠償金（和解金）

の課税関係を判断するもの

弁護士会、医師会、税理士会等の士業会の会務活動に伴い支出した懇親会

費等の必要経費性を判断するもの

《参考》東京高半|｣平24.9. 19 (最高裁平26. 1. 17上告不受理)、本部照会事例集Ⅱ所得税

推計課税事件のうち、実額反証を認容する見込みのもの

その年中に業務の用に供されていた期間と非業務の用に供されていた期間

を有することとなる不動産の固定資産税の必要経費性を判断するもの

年未調整された給与所得者が一定の場合に納税申告書を提出する義務を有

するか否かを争点とするもの

錯誤無効を主張できる時期（期間）について判断するもの

審判所において認定した所得金額に基づいて計算した事業税認容額の減少

額（増加する所得金額）が取消額（審判所が減少させる所得金額）を極端

に上回り、棄却裁決となる場合

※前事業年度に取消額（審判所が減少させる所得金額）があって、当該事

業年度に取消額がない場合に棄却裁決となるものを除く。

2303-12

所得－3

所得－4

所得－5 2611-05

所得－6 2612-06

所得－7 3001-04

源泉－1 2012－02

法人－1

法人－2 2606-06

’



’内 容分類番号

理由なし通知処分が資産－1

（通則）

新たな遺産分割協議書を作成し更正の請求がなされ、

された場合について判断するもの
1811-M

「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地及び家屋等に係る評

価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」 （平成元年3月

29日付直評5、直資2-204）の定めについて判断するもの

資産2 2105-16

■■■■■■■■■■■■B■B■B①③色色①③①■■■■■hhhh■■ロロロロロロロロロロロロロロ■■■■守り早早早早｡■｡■PPB■■■B■■■B■B■B■B■B■B■③色色①“■■■■■................■．■■■■.．．.
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》
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資
一
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一
資

流水面占用権の評価について判断するもの 180702

2211－03

210205

有料老人ホームの入居金について贈与税の課税の有無を判断するもの

遺産分割の際に支出した費用について譲渡所得の取得費該当性を判断するもの
■･ﾛﾛ･･････････････ﾛﾛ･ﾛ･ﾛ■b･･･b･･････■I･････････pqpqppp･･････････････････････････qq-･･･Dﾛ,-,･ﾛ･････ﾛq･ﾛﾛ 、

当初取得したゴルフ会員権と譲渡したゴルフ会員権との同質性について判

断するもの（例えば、会社更生計画又は民事再生計画に基づき、預託金制

ゴルフ会員権にあっては預託金債権の全部の切り捨て、株主会員制ゴルフ

会員権にあっては株式の消却があった後に、当該ゴルフ会員権を譲渡した

場合など）

《参考》東裁(所)平20-76(平20. 11. 14裁決)の控訴審判決である東京高判平24.6.27

資産6

■･･,q,■,q,■I･'･pqpqpqp･･･q･qq-...----口-,,,,,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛqpq･‘････,ﾛ,ﾛ,ﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛdﾛ｡■､ﾛ･･･ﾛ｡･･■｡■｡■｡■｡■｡■｡■｡■q■q■q■

原処分庁の更正処分や決定処分、又は審査請求人（納税者）の更正の請求

の前提となる申告において、民法第900条第4号ただし書の「嫡出でない子

の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」の規定に基づき相続税額

を計算しているもの

《参考》最高大判平25． 9．4

資産－7

被保険者の死亡時に年金の種類、年金の支払時期及び年金某令充当額等が

具体的に確定していない年金支払特約付保険契約に係る保険金請求権の評

価について、旧相続税法第24条第1項第1号の規定を適用しているもの

《参考》東京高判平25. 12. 19 (判決情報あり）

資産－8

利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債を譲渡した

ことによる所得について、所得税の課税の課否を判断するもの
資産－9 2710-04

相続税法第51条第2項各号に掲げる事由などが生じたことを理由に、相続

税の無申告加算税の一部取消等を行う予定のもの
資産 10 2906-02

登録免許
納税告知処分が争いの対象となっているもの 23()202

－1

登録免許

－2

■･･■･･･｡･･0口･････････････････････口一･･口一･･口ﾛ･････････････････

固定資産課税台帳に登録された価格（台帳価格） と売買価額等とに乖離が

あって、課税標準を台帳価格とすることの適否について判断するもの
2303－02

不動産の登記についてその課税標準を算定するにあたり、固定資産評価基

準に定める方法以外の方法を用いることの適否について判断するもの

登録免許

3
3003-02

介護付有料老人ホームの貸付けが住宅の貸付け（非課税）に該当するか否

かについて判断するもの ．
消費－1 1806-03

"-1 |蕊麓閲繰競る場合'翼……鰯合'胸配当…≦ 1705-01

I

1905-01徴収2 1配当処分の変更裁決の可否について判断するもの
』



※裁決検討事績表を参照する場合は、該当する裁決事績検討表Noを「Ctrl」キーを押しながらク

リックしてください。

※赤枠部分が今回の変更箇所です。

分類番号 内 容 裁決検討事績表

徴収－3

徴収－4

滞納国税の一部納付をもって、当該納付に係る滞納口座以外の全滞納口座

について承認がされたとして、徴収権の時効が争われた場合
●甲｡●◆●●●●●●●●●●●GggBB●■■■■■■■■■■■Q■■■eeeGeCcCC合｡●●●色色色白合白白■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■UUUee●●●●●｡●･●●●｡●■●ggg■■e■ggg■eeCeC●CCC｡●｡･･●色色色色●●●■白白●■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■巳■■■■■■e■巳■■geeeeeGeeｰ●①●●◆･心｡●合色色●色色■｡●●由■■■由■■■■■■■■■■■■■■■■｡｡｡｡弓Ueeeeeee争eoeQ●●｡●●●●●●●●●①｡●●CGGggg■a■■■■■■■■□■G合●合■■■■■■｡■の■坤の■■･･ 凸由凸､■■■由由■■由■①①の③｡｡①｡｡●争争｡●｡●●●●●

徴収法第35条の第二次納税義務について、直前の決算期における貸借対照

表等に基づき算定された限度額が争われた場合

2402-05
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